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(57)【要約】
【課題】必要なタイミングで閾値の校正を実行するとこ
とで消費電力を抑制する。
【解決手段】操作装置（２００）は、タッチセンサ出力
値と閾値とに基づいて、第１タッチセンサ（２４１）お
よび第２タッチセンサ（２４２）への接触の有無を判定
するタッチセンサ制御部（２３４）と、ホルダー（１０
０）に装着されている状態である保持状態となったこと
が検出された場合、閾値を校正する校正部（２３２）と
を有する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作対象装置に設けられる保持機構によって着脱可能に保持され、前記操作対象装置を
遠隔操作する操作装置であって、
　一又は複数のタッチセンサと、
　前記一又は複数のタッチセンサからのタッチセンサ出力値と閾値とに基づいて、前記タ
ッチセンサへの人体の接触の有無を判定する接触判定部と、
　前記保持機構に装着されている状態である保持状態となったことを検出する保持検出部
と、
　前記保持検出部が前記保持状態となったことを検出した場合、前記閾値を校正する校正
部とを有することを特徴とする操作装置。
【請求項２】
　前記校正部は、前記保持検出部が前記保持状態となったことを検出してから所定時間経
過後に、前記閾値の校正を開始することを特徴とする請求項１に記載の操作装置。
【請求項３】
　前記校正部は、前記閾値の校正を開始するときに、前記タッチセンサに前記人体が接触
していると判定されている場合、前記閾値の校正を開始しないことを特徴とする請求項１
または２に記載の操作装置。
【請求項４】
　前記校正部は、前記閾値の校正を実行している途中で、前記タッチセンサに前記人体が
接触したと判定された場合、前記閾値の校正を中止することを特徴とする請求項１から３
のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項５】
　前記校正部は、
　前記一又は複数のタッチセンサから所定回数、複数のタッチセンサ出力値を取得するタ
ッチセンサ出力値取得ステップと、
　前記タッチセンサ出力値取得ステップにおいて取得した前記複数のタッチセンサ出力値
から、前記タッチセンサ毎に前記閾値を校正するための校正値を算出する校正値算出ステ
ップと、を含む校正処理を実行することで前記校正をすることを特徴とする請求項１から
４のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項６】
　前記校正部は、前記校正処理の実行を開始した後、
　前記タッチセンサ出力値取得ステップにて取得した複数のタッチセンサ出力値の差が所
定範囲内か、または、前記校正値算出ステップにて算出した校正値が前に校正したときの
校正値である前記閾値との差が所定範囲内であれば、前記閾値を前記校正値へ変更するこ
とを特徴とする請求項５に記載の操作装置。
【請求項７】
　前記校正部は、前記タッチセンサ出力値取得ステップにて取得した複数のタッチセンサ
出力値の差が所定範囲外か、または、前記校正値算出ステップにて算出した前記校正値と
前記閾値との差が前記所定範囲外であれば、前記閾値を変更しないことを特徴とする請求
項５または６に記載の操作装置。
【請求項８】
　前記校正部は、前記校正を実行している途中で前記操作装置が前記保持機構から取り外
された場合、前記校正を中止することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載
の操作装置。
【請求項９】
　前記校正部が前記閾値を校正していることを報知する校正報知部をさらに有することを
特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１０】
　前記閾値の校正が正しく行われなかったことを報知するエラー報知部をさらに有するこ
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とを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１１】
　前記操作対象装置は、Ｘ線撮影装置であり、
　前記操作対象装置と、請求項１から１０のいずれか１項に記載の操作装置とを備えるＸ
線撮影ユニット。
【請求項１２】
　前記保持機構は、前記保持状態における、前記一又は複数のタッチセンサに対する人体
の接触を防ぐ接触防止部を有することを特徴とする請求項１１に記載のＸ線撮影ユニット
。
【請求項１３】
　前記保持機構は、前記校正部による校正時において、前記操作装置の取り外しを阻止す
る取り外し阻止部を有することを特徴とする請求項１１または１２に記載のＸ線撮影ユニ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は操作装置およびＸ線撮影ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、静電容量式のタッチセンサが記載されている。特許文献１では、この
タッチセンサへの接触の有無を判定するための閾値を定期的に校正している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０‐１９１８３４号公報（２０１０年９月２日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　操作対象装置を遠隔操作するための操作装置にも、タッチセンサが設けられる場合があ
る。このような操作装置においては、タッチセンサへの接触の有無を検知して、当該検知
結果に基づいて種々の処理を行う。
【０００５】
　ここで、タッチセンサは、操作装置における種々の環境により感度が変わる。このため
、特許文献１では、タッチセンサへの接触の有無を判定するための閾値の校正を、定期的
に行っている。
【０００６】
　しかし、定期的、すなわち、決められた時間及び日数が経過したときに自動的に校正を
行うと、必要以上に、校正にようする電力を消費することになる。
【０００７】
　本開示の一態様は、必要なタイミングで閾値の校正を実行するとことで、消費電力を抑
制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本開示の一態様に係る操作装置は、操作対象装置に設け
られる保持機構によって着脱可能に保持され、前記操作対象装置を遠隔操作する操作装置
であって、一又は複数のタッチセンサと、前記一又は複数のタッチセンサからのタッチセ
ンサ出力値と閾値とに基づいて、前記タッチセンサへの人体の接触の有無を判定する接触
判定部と、前記保持機構に装着されている保持状態となったことを検出する保持検出部と
、前記保持検出部が前記保持状態となったことを検出した場合、前記閾値を校正する校正
部とを有する。



(4) JP 2019-41993 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

【０００９】
　これにより、特許文献１のように、定期的に、すなわち、決められた時間及び日数が経
過したときに自動的に校正を行う場合は、あらゆる使用方法・環境を想定して必要以上の
頻度で校正を行う必要がある。これと比べて、上記開示によると、必要なときに校正を行
うことができるために、消費電力を抑制することができる。この結果、不要な電池の消耗
を防ぐことができる。なおかつ、正確な把持検出を行うことができる。
【００１０】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記保持検出部が前記保持状
態となったことを検出してから所定時間経過後に、前記閾値の校正を開始してもよい。
【００１１】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記閾値の校正を開始すると
きに、前記タッチセンサに前記人体が接触していると判定されている場合、前記閾値の校
正を開始しなくてもよい。
【００１２】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記閾値の校正を実行してい
る途中で、前記タッチセンサに前記人体が接触したと判定された場合、前記閾値の校正を
中止してもよい。
【００１３】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記一又は複数のタッチセン
サから所定回数、複数のタッチセンサ出力値を取得するタッチセンサ出力値取得ステップ
と、前記タッチセンサ出力値取得ステップにおいて取得した前記複数のタッチセンサ出力
値から、前記タッチセンサ毎に前記閾値を校正するための校正値を算出する校正値算出ス
テップと、を含む校正処理を実行することで前記校正をしてもよい。
【００１４】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記校正処理の実行を開始し
た後、前記タッチセンサ出力値取得ステップにて取得した複数のタッチセンサ出力値の差
が所定範囲内か、または、前記校正値算出ステップにて算出した校正値が前に校正したと
きの校正値である前記閾値との差が所定範囲内であれば、前記閾値を前記校正値へ変更し
てもよい。
【００１５】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記タッチセンサ出力値取得
ステップにて取得した複数のタッチセンサ出力値の差が所定範囲外か、または、前記校正
値算出ステップにて算出した前記校正値と前記閾値との差が前記所定範囲外であれば、前
記閾値を変更しなくてもよい。
【００１６】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部は、前記校正を実行している途中
で前記操作装置が前記保持機構から取り外された場合、前記校正を中止してもよい。
【００１７】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記校正部が前記閾値を校正していることを
報知する校正報知部をさらに有してもよい。
【００１８】
　本開示の一態様に係る操作装置において、前記閾値の校正が正しく行われなかったこと
を報知するエラー報知部をさらに有してもよい。
【００１９】
　本開示の一態様に係るＸ線撮影ユニットは、前記操作対象装置は、Ｘ線撮影装置であり
、前記操作対象装置と、本開示の一態様に係る前記操作装置とを備えてもよい。
【００２０】
　本開示の一態様に係るＸ線撮影ユニットにおいて、前記保持機構は、前記保持状態にお
ける、前記一又は複数のタッチセンサに対する人体の接触を防ぐ接触防止部を有してもよ
い。
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【００２１】
　本開示の一態様に係るＸ線撮影ユニットにおいて、前記保持機構は、前記校正部による
校正時において、前記操作装置の取り外しを阻止する取り外し阻止部を有してもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の一態様によれば、必要なタイミングで閾値の校正を実行するとことで、消費電
力を抑制するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る操作装置を備えるＸ線撮影ユニットの外観を示す図で
ある。
【図２】図１に示す操作装置、およびＸ線撮影ユニットが備えるホルダーの外観を示す斜
視図である。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、操作者により操作装置が操作されている状態を示す図である
。
【図４】図２に示す操作装置において、前方ケースおよび下部キャップを外した状態を示
す図である。
【図５】図２に示す操作装置において、前方ケースおよび前方電極を示す図である。
【図６】図２に示す操作装置において、後方ケースおよび後方電極を示す図である。
【図７】図１に示すＸ線撮影ユニットの構成を示すブロック図である。
【図８】（ａ）は操作者が第１タッチセンサおよび第２タッチセンサに接触していない状
態のタッチセンサ出力値を表す図であり、（ｂ）は操作者が第１タッチセンサおよび第２
タッチセンサに接触している状態のタッチセンサ出力値を表す図である。
【図９】図２に示す操作装置およびホルダーの内部構成を示す図である。
【図１０】図２に示す操作装置が行う校正処理の流れを表す図である。
【図１１】図２に示す操作装置による校正のタイムチャートの一例を示す図である。
【図１２】図２に示す操作装置による校正のタイムチャートの別の例を示す図である。
【図１３】図２に示す操作装置による校正のタイムチャートの別の例を示す図である。
【図１４】前記操作装置における校正部が行う校正の処理の流れを表す図である。
【図１５】前記校正部のタッチセンサ出力値取得ステップ中に、タッチセンサへの接触の
有無を判定する処理の流れを表す図である。
【図１６】前記校正部のタッチセンサ出力値取得ステップ後に、タッチセンサへの接触の
有無を判定する処理の流れを表す図である。
【図１７】前記校正部のタッチセンサ出力値取得ステップ中にタッチセンサへの接触があ
った場合、校正を中止する処理の流れを表す図である。
【図１８】前記校正部が算出した校正値の適否の判定を含む校正の処理の流れを表す図で
ある。
【図１９】前記校正部が算出した校正値の適否の判定を含む校正の変形例の処理の流れを
表す図である。
【図２０】前記校正部が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の少なくとも一つの
値を補正する流れを表す図である。
【図２１】（ａ）は、第１タッチセンサの第１タッチセンサ出力値が閾値より小さい様子
を表し、（ｂ）は、第２タッチセンサの第２タッチセンサ出力値が閾値より大きい様子を
表す図である。
【図２２】前記校正部が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の値に応じて校正を
中止する流れを表す図である。
【図２３】前記校正部が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の値に応じて一部の
タッチセンサ出力値を破棄する流れを表す図である。
【図２４】図２に示す操作装置、および変形例１に係るホルダーの外観を示す斜視図であ
る。
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【図２５】変形例２に係る操作装置およびホルダーの構成の一例を示す図である。
【図２６】変形例２に係るホルダーの構成の別の例を示す図である。
【図２７】実施形態２に係るＸ線撮影ユニットの構成を示すブロック図である。
【図２８】温度変化が一定以上の場合校正を行う前記操作装置の処理の流れを表す図であ
る。
【図２９】電池電圧の変化が一定以上の場合校正を行う前記操作装置の処理の流れを表す
図である。
【図３０】操作部の操作回数が一定以上の場合校正を行う前記操作装置の処理の流れを表
す図である。
【図３１】電池効果をした場合に校正を行う前記操作装置の処理の流れを表す図である。
【図３２】Ｘ線撮影装置の装置電源を投入した場合に校正を行う前記操作装置の処理の流
れを表す図である。
【図３３】一定時間操作装置の操作が無い場合に校正を行う前記操作装置の処理の流れを
表す図である。
【図３４】一定時間タッチセンサ出力値が一定の場合に校正を行う前記操作装置の処理の
流れを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　〔実施形態１〕
　（Ｘ線撮影ユニットの構成）
　図１は、本実施形態における操作対象装置を操作する操作装置をホルダーおよび操作対
象装置とともに示す斜視図である。操作対象装置は、患者にＸ線を照射し、患者を透過し
たＸ線を検出してＸ線画像を生成するＸ線撮影装置２である。Ｘ線撮影装置２は、Ｘ線撮
影装置本体１と、Ｘ線撮影装置本体１に取り付けられたホルダー１００（保持機構）と含
む。図１に示されるように、ホルダー１００は、操作装置２００（操作装置）を着脱可能
に保持する。
【００２５】
　図２は、本実施形態における操作装置を示す斜視図である。操作装置２００は、Ｘ線撮
影装置２を遠隔操作するためのリモートコントローラである。操作装置２００は、筐体で
ある、前方ケース２５０と、後方ケース２６０と、下部キャップ２７０とを有する。操作
装置２００は、略円柱形状であり、上面にメインスイッチ２１０が設けられ、周面の上部
にオプションスイッチ２２０が設けられている。操作者は、操作装置２００の周面を握り
、例えば、上面に設けられたメインスイッチ２１０を親指で、前記周面に設けられたオプ
ションスイッチ２２０を人差し指で押下することで、操作装置２００を操作する。すなわ
ち、Ｘ線撮影装置２を操作する。
【００２６】
　メインスイッチ２１０は、操作者により押下されていない状態において原点位置の異な
る第１スイッチ部材２０１および第２スイッチ部材２０２を備えた２段階で動作するスイ
ッチである。第１スイッチ部材２０１は、原点位置までの移動距離が第２スイッチ部材２
０２より長くなるように構成されている。
【００２７】
　操作部２８０は、操作者による操作を受け付けるメインスイッチ２１０およびオプショ
ンスイッチ２２０を含む。操作装置２００は、メインスイッチ２１０が押下されるとＸ線
撮影の指示をＸ線撮影装置２に出力し、オプションスイッチ２２０が押下されるとＸ線撮
影装置２が有するＸ線の照射範囲を示す照明器具の照明をオンまたはオフするための指示
をＸ線撮影装置２に出力する。
【００２８】
　図３の（ａ）～（ｃ）に示すように、メインスイッチ２１０は、上述のように、第１ス
イッチ部材２０１および第２スイッチ部材２０２を含む。メインスイッチ２１０は、第１
スイッチ部材２０１が押下されると第２スイッチ部材２０２の押下が可能となる。
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【００２９】
　図３の（ｃ）に示すように、第１スイッチ部材２０１が押下されると、操作装置２００
は、第１スイッチ部材２０１が押下された旨の情報を（ホルダー１００を介して）Ｘ線撮
影装置本体１に出力する。そして、Ｘ線撮影装置本体１における図示しないＸ線管陽極タ
ーゲットの回転が開始する。Ｘ線管陽極ターゲットは充分な回転数に達するまでに一定時
間を要する。
【００３０】
　図３の（ｄ）に示すように、第２スイッチ部材２０２が押下されると、すなわち、第１
スイッチ部材２０１および第２スイッチ部材２０２が共に原点位置まで押下されると、操
作装置２００は、第２スイッチ部材２０２が押下された旨の情報を（ホルダー１００を介
して）Ｘ線撮影装置本体１に出力する。
【００３１】
　これにより、Ｘ線撮影装置本体１はＸ線を照射し、Ｘ線撮影を行う。なお、この操作装
置２００を操作者が把持しているか否かの検出については後述する。
【００３２】
　図４～図６は、操作装置２００の内部構造を示す図である。図４は、操作装置２００の
前方ケース２５０および下部キャップ２７０を外した状態を示す図であり、図５は、前方
ケース２５０および第１タッチセンサ２４１を示す図であり、図６は、後方ケース２６０
および第２タッチセンサ２４２を示す図である。
【００３３】
　図４～図６に示すように、操作装置２００は、前方ケース２５０および後方ケース２６
０によって囲まれる内部に、例えばＩＣにて構成されるタッチセンサ制御部２３４と、第
１タッチセンサ２４１と、第２タッチセンサ２４２と、例えばＩＣにて構成される通信部
２３１と、電池２４３とを備えている。
【００３４】
　第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２（以下、単にタッチセンサと称
する場合がある）は、静電容量式の電極である。ここで、前方ケース２５０には、オプシ
ョンスイッチ２２０が配置される位置に、穴部２５０ａが形成されている。第１タッチセ
ンサ２４１は、穴部２５０ａの下方（メインスイッチ２１０が設けられている方向とは逆
の方向）に、前方ケース２５０の内壁に沿うように配置されている。第２タッチセンサ２
４２は、後方ケース２６０の内壁に沿うように配置され、第１タッチセンサ２４１と径方
向に対向する位置に配置されている。
【００３５】
　なお、タッチセンサの個数は、２個に限定されず、前方ケース２５０および後方ケース
２６０の内壁に沿って周方向に並んで３個以上のタッチセンサが並んで配置されていても
よい。
【００３６】
　タッチセンサ制御部２３４は、第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２
（その他にもタッチセンサを有する場合は、その他のタッチセンサとも）と電気的に接続
されており、第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２（その他にもタッチ
センサを有する場合は、その他のタッチセンサも含む。以下同様。）の静電容量の変化に
基づいて、操作装置２００が操作者により把持されているか否かを検知する。当該検知の
方法の詳細は後述する。
【００３７】
　通信部２３１は、操作部２８０の操作に基づいた操作信号を無線通信によりホルダー１
００の通信部に送信する。また、通信部２３１は、ホルダー１００からＸ線撮影装置本体
１の起動状態を表す起動信号を受信するようにしてもよい。通信部２３１が行う無線通信
方式は特に限定されるものでは無いが、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や赤外
線等が挙げられる。
【００３８】
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　なお、図４～図６では、タッチセンサ制御部２３４と通信部２３１とが別々のＩＣにて
構成されている例を示したが、タッチセンサ制御部２３４と通信部２３１とが一つのＩＣ
に含まれていてもよい。
【００３９】
　（Ｘ線撮影ユニット３００のブロック図）
　図７は、本実施形態のＸ線撮影ユニット３００の構成を示す機能ブロック図である。図
７に示すように、Ｘ線撮影ユニット３００は、Ｘ線撮影装置２と、操作装置２００とを有
する。ホルダー１００は通信部１０１を有する。なお、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１
はホルダー１００ではなく、Ｘ線撮影装置本体１に設けられていてもよい。
【００４０】
　操作装置２００は、操作部２８０と、制御部２３０と、電池２４３と、温度センサ２４
４と、報知部２４５（校正報知部、エラー報知部）と、少なくとも２個のタッチセンサで
ある第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２とを有する。
【００４１】
　制御部２３０は、操作装置２００の各部の動作を統合的に制御する。制御部２３０は、
通信部２３１と、校正部２３２と、保持検出部２３３と、タッチセンサ制御部２３４（接
触判定部）とを有する。
【００４２】
　通信部２３１は、操作装置２００側の通信部であり、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１
との間で、上述した無線通信を行う。
【００４３】
　タッチセンサ制御部２３４は、第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２
の駆動を制御する。タッチセンサ制御部２３４は、所定時間間隔で駆動信号を第１タッチ
センサ２４１および第２タッチセンサ２４２へ出力し、第１タッチセンサ２４１および第
２タッチセンサ２４２は所定時間間隔で静電容量値をタッチセンサ出力値としてタッチセ
ンサ制御部２３４へ出力する。第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２に
、指等の操作者の体の一部が接触すると、静電容量が増加（または減少）する。
【００４４】
　図８の（ａ）は操作者が第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２に接触
していない状態のタッチセンサ出力値を表す図であり、図８の（ｂ）は操作者が第１タッ
チセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２に接触している状態のタッチセンサ出力値
を表す図である。
【００４５】
　図８の（ａ）に示すように、タッチセンサ制御部２３４は、接触の有無を測定中の第１
タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２からのタッチセンサ出力値Ｖｏｕｔが
、予め設定された閾値Ｖｔｈより小さい値Ｖｌであれば、操作者は第１タッチセンサ２４
１および第２タッチセンサ２４２に非接触であると判定する。図８の（ｂ）に示すように
、タッチセンサ制御部２３４は、接触の有無を測定中の第１タッチセンサ２４１および第
２タッチセンサ２４２からのタッチセンサ出力値Ｖｏｕｔが、予め設定された閾値Ｖｔｈ
以上の値Ｖｈであれば、操作者は第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２
に接触していると判定する。タッチセンサ制御部２３４は、タッチセンサ毎に、タッチセ
ンサ出力値Ｖｏｕｔと閾値Ｖｔｈとの大小関係を比較することで、操作者の指等が接触し
ているか、非接触であるかを判定する。
【００４６】
　このように、タッチセンサ制御部２３４は、複数のタッチセンサから出力される各タッ
チセンサ出力値によって、操作者が操作装置２００を把持している把持状態であるか否か
を判定し、把持状態であるか否かを示す把持状態情報を生成する。すなわち、タッチセン
サ制御部２３４は、メインスイッチ２１０およびオプションスイッチ２２０の少なくとも
一方が押下された操作が、操作者が意図した操作である正常操作か、操作者が意図しない
操作である誤操作かを判断する判断部でもある。
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【００４７】
　具体的には、操作者が操作部２８０を操作するために操作装置２００を把持すると、前
方ケース２５０の第１タッチセンサ２４１が配置されている領域、および後方ケース２６
０の第２タッチセンサ２４２が配置されている領域に操作者の指等が接触することとなり
、第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２の静電容量が変化する。タッチ
センサ制御部２３４は、第１タッチセンサ２４１と第２タッチセンサ２４２との両方の静
電容量が閾値Ｖｔｈ以上になるように変化した場合、操作装置２００が把持されている把
持状態であると検知する（把持検知を行う）。
【００４８】
　なお、操作装置２００が、４個等、３個以上のタッチセンサを有する場合、少なくとも
２個のタッチセンサの静電容量が閾値Ｖｔｈ以上となるように変化した場合、操作装置２
００が把持されている把持状態であると検知する（把持検知を行う）。
【００４９】
　また、タッチセンサ制御部２３４は、各タッチセンサからのタッチセンサ出力値が、予
め記録された所定時間以上一定であるか否かを監視してもよい。
【００５０】
　操作部２８０は、上述したように、第１スイッチ部材２０１および第２スイッチ部材２
０２を有するメインスイッチ２１０と、オプションスイッチ２２０とを備える。操作部２
８０は、操作者がメインスイッチ２１０およびオプションスイッチ２２０に対して操作を
行ったときに、当該操作に応じた操作信号を制御部２３０に対して送信する。操作信号は
、Ｘ線撮影装置２を動作させるための信号である。
【００５１】
　制御部２３０が操作部２８０から操作信号を受信し、さらに、タッチセンサ制御部２３
４が生成した把持状態情報が把持状態である場合（すなわち把持検知を行った場合）、通
信部２３１は、操作信号を、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１へ送信する。これにより、
Ｘ線撮影装置２は、操作者が意図した動作を行う。
【００５２】
　一方、制御部２３０が操作部２８０から操作信号を受信しても、タッチセンサ制御部２
３４が取得した把持状態情報が把持状態でない場合（すなわち把持検知を行っていない場
合）、通信部２３１は、操作信号を、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１へ送信しない。
【００５３】
　例えば、操作者が操作装置２００をホルダー１００から取り外し、衣服のポケットに入
れた状態でＸ線画像の撮影以外の他の作業を行い、操作装置２００がポケットの中で誤っ
て操作された場合を考える。そのような場合、第１タッチセンサ２４１および第２タッチ
センサ２４２の一方の電極は、ポケットの中で衣服を介して操作者に接触しているため、
静電容量が変化する。しかしながら他方の電極は、操作者に接触していないため、タッチ
センサ制御部２３４は、操作装置２００が把持状態では無いと検知する。そのため、この
ような状態で操作部２８０が操作されたとしても、操作信号は送信されず、Ｘ線撮影装置
本体１からＸ線が照射されることは無い。
【００５４】
　また、Ｘ線画像の撮影以外の他の作業として、患者の介助を行っている最中に、ポケッ
トの中に入った状態の操作装置２００とベッド等とが接触してしまうことも考えられる。
このような場合であっても、第１タッチセンサ２４１が設けられている領域と、第２タッ
チセンサ２４２が設けられている領域との両方に導電体が接触しなければ、タッチセンサ
制御部２３４は、操作装置２００が把持状態であると検知しない。そのため、第１タッチ
センサ２４１および第２タッチセンサ２４２の一方の電極が、衣服を介して操作者に接触
し、他方の電極が導電体でないベッド等に接触したとしても、タッチセンサ制御部２３４
は操作装置２００が把持状態であると検知しない。
【００５５】
　このように、本実施形態に係る操作装置２００は、人体の接触を検知するセンサとして
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の電極を少なくとも２個備え、そのうち２個が接触を検知した場合に把持状態であると検
知する。そのため、操作者が意図しない状態で、すなわち操作装置２００を把持していな
い状態で操作部２８０が操作されたとしても、操作信号はＸ線撮影装置本体１に送信され
ない。これにより、操作者の意図しない操作である誤操作によりＸ線撮影装置本体１から
Ｘ線が照射されることを防止することができる。
【００５６】
　図７に示す校正部２３２は、複数のタッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈを校正する。タッチセ
ンサ制御部２３４は、校正部２３２がタッチセンサ毎に校正した閾値Ｖｔｈに基づいて、
タッチセンサ毎に操作者の指等の接触および非接触を検出する。各タッチセンサは、静電
容量式のため、外部の環境により感度が変化してしまう。このため、誤作動を防ぐため、
校正部２３２は、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈを校正する。本実施形態では、校正部２３
２は、操作装置２００がホルダー１００に装着されると、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈを
校正する。
【００５７】
　報知部２４５は、例えば、ブザーおよび発光素子（ＬＥＤ）の少なくとも一方であれば
よい。制御部２３０は、操作装置２００がホルダー１００から取り外されてから所定時間
経過すると、報知部２４５に報知指示を出力する。なお、操作装置２００がホルダー１０
０に装着されているか、または取り外されているかは、保持検出部２３３の検出結果によ
り特定される。報知部２４５は、制御部２３０からの報知指示により、音および光の少な
くとも一方によって報知動作を行う。すなわち、報知部２４５はブザーを鳴らしたり、発
光素子を発光させたりする。これにより、報知部２４５は、操作者に対し、操作装置２０
０が所定時間ホルダー１００から取り外された状態であることを知らせる。
【００５８】
　また、後述するように、タッチセンサの校正中に操作者がタッチセンサに指等を触れる
と正確な校正ができない。このため、報知部２４５は、校正部２３２が校正を行っている
ときに報知動作を行ってもよい。この場合、校正部２３２が校正の実行を開始すると、校
正部２３２は、報知部２４５に報知指示を出力する。そして、報知部２４５は、制御部２
３０からの報知指示により、音および光の少なくとも一方によって報知動作を行う。すな
わち、報知部２４５はブザーを鳴らしたり、発光素子を発光させたりする。これにより、
報知部２４５は、校正中であるためタッチセンサに指等を触れさせないように操作者に通
知する。
【００５９】
　また、校正部２３２は、校正が終了したとき、報知部２４５に報知指示を出力してもよ
い。なお、このときに報知部２４５が行う報知動作は、校正を行っているときの報知動作
と異なることが好ましい。例えば、報知部２４５は、ブザー音を異ならせたり、発光素子
の発光色や発光の態様（例えば、点滅であるか点灯であるか）を異ならせたりすればよい
。
【００６０】
　また、報知部２４５による報知動作とともに、または報知部２４５による報知動作に代
えて、ホルダー１００に設けられた報知部（不図示）が報知動作を行ってもよい。具体的
には、校正部２３２が、通信部２３１を介して報知指示をホルダー１００に送信すること
により、ホルダー１００に設けられた報知部による報知動作を実現することができる。ま
た、報知指示をホルダー１００に送信することにより、Ｘ線撮影装置本体１に設けられた
表示部（不図示）に、放置指示に応じた画面を表示させることも可能となる。
【００６１】
　保持検出部２３３は、操作装置２００がホルダー１００に装着されたか否かを検出する
。以降、操作装置２００がホルダー１００に装着されている状態を「保持状態」と称し、
操作装置２００がホルダー１００から取り外されている状態を「非保持状態」と称する。
【００６２】
　図９は、操作装置２００およびホルダー１００の内部構成を示す図である。例えば、操
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作装置２００は、図９に示すように、ホールＩＣを保持検出部２３３として備え、ホルダ
ー１００には、磁石１１０が備えられる。これにより、ホールＩＣは、操作装置２００が
ホルダー１００に装着されている状態で、ホルダー１００の磁石１１０を感知する。これ
により、ホールＩＣは、操作装置２００が非保持状態から保持状態となったことを検出す
る。一方、ホールＩＣは、磁石１１０を感知できなくなったとき、操作装置２００が保持
状態から非保持状態となったことを検出する。
【００６３】
　なお、非保持状態から保持状態となったことの検出方法は、上記の例に限定されない。
例えば、操作装置２００およびホルダー１００それぞれに電極を設け、保持検出部２３３
は、操作装置２００がホルダー１００に装着されている状態で、互いの電極の接触を感知
したときに、操作装置２００が非保持状態から保持状態となったことを検出するようにし
てもよい。また、操作装置２００にフォトセンサ、マイクロスイッチ、熱センサなどを設
け、保持検出部２３３は、これらから出力される信号を取得して、操作装置２００が非保
持状態から保持状態となったことを検出するようにしてもよい。
【００６４】
　また、保持検出部２３３は、操作装置２００を使用者がホルダー１００に装着したとき
の他、操作装置２００がホルダー１００に装着された状態で、Ｘ線撮影装置２の電源がＯ
Ｎになったとき、非保持状態から保持状態となったとみなしてもよい。換言すれば、校正
部２３２は、操作装置２００がホルダー１００に装着された状態で、Ｘ線撮影装置２の電
源（不図示）がＯＮになったとき、校正を実行してもよい。
【００６５】
　保持検出部２３３は、非保持状態から保持状態となったことを検出したとき、その旨を
示す信号（以下では、「保持検出信号」と称する）を校正部２３２へ出力する。また、保
持検出部２３３は、保持状態から非保持状態となったことを検出したとき、その旨を示す
信号（以下では、「非保持検出信号」と称する）を校正部２３２へ出力する。
【００６６】
　（校正処理の流れ）
　図１０は、操作装置２００が行う校正処理の流れを表す図である。図１０に示す例では
、保持検出部２３３は、操作装置２００がホルダー１００に装着されたか否かを監視する
(ステップＳ１)。そして、操作装置２００がホルダー１００に装着されたことを検出する
と（ステップＳ１のＹｅｓ）、校正部２３２は、複数のタッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校
正を実行する（ステップＳ２０）。
【００６７】
　以上のように、本実施形態に係る操作装置２００は、自装置がホルダー１００に装着さ
れたことを検出した場合、校正を実行する。これにより、操作者が操作装置２００を把持
したり操作したりしている可能性が低い状況で、各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを校正する
ことができる。よって、必要なタイミングで閾値の校正を実行することができる。この結
果、校正に要する消費電力を抑制することができる。また、タッチセンサが正確に校正さ
れる可能性を高くすることができる。
【００６８】
　（校正の開始および中止）
　図１１から図１３は、操作装置２００による校正のタイムチャートである。上述したよ
うに、校正部２３２は、タッチセンサが接触を検知している場合、正確な校正ができない
。そのため、校正部２３２は、操作装置２００がホルダー１００に装着されてから所定時
間経過後に、校正を開始することが好ましい。換言すれば、校正部２３２は、保持検出部
２３３から保持検出信号を取得してから所定時間経過後に、校正を開始することが好まし
い。これにより、操作装置２００の操作者が、操作装置２００をホルダー１００に装着し
、操作装置２００から手を離した後に、校正を開始することができる。
【００６９】
　例えば、図１１の（ａ）に示すように、校正部２３２は、操作装置２００がホルダー１
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００に装着されてから０．５秒待機した後に校正を開始してもよい。校正のために設けら
れた時間は特に限定されないが、図１１の（ａ）に示すように２．０秒であってもよいし
、閾値Ｖｔｈが所定範囲内の値となるまで、校正を継続してもよい。なお、該所定範囲は
、例えば、補正前の閾値Ｖｔｈに基づいて決定されればよい。また、操作装置２００は、
図１１の（ａ）に示すように、校正が終了するとスリープ状態となる。
【００７０】
　また、校正部２３２は、正確な校正ができないおそれがある状況となった場合、校正を
開始しない、または、校正を中止する構成であってもよい。例えば、図１１の（ｂ）に示
す例の場合、校正部２３２は、校正の実行中に操作装置２００がホルダー１００から取り
外されたとき、校正を中止する。具体的には、校正部２３２は、校正の実行中に、保持検
出部２３３から、非保持検出信号を取得した場合、校正を中止する。
【００７１】
　また、例えば、図１２の（ａ）に示す例の場合、校正部２３２は、校正の実行前（すな
わち待機時間中）にメインスイッチ２１０またはオプションスイッチ２２０の操作が行な
われ、校正の開始タイミングとなっても該操作が継続しているとき、校正を開始しない。
具体的には、校正部２３２は、待機時間中に操作部２８０から取得した操作信号を、校正
の開始タイミングとなったときにも継続して取得している場合、校正を開始しない。
【００７２】
　また、例えば、図１２の（ｂ）に示す例の場合、校正部２３２は、校正の実行中にメイ
ンスイッチ２１０またはオプションスイッチ２２０の操作が行なわれたとき、校正を中止
する。具体的には、校正部２３２は、校正の実行中に操作部２８０から操作信号を取得し
た場合、校正を中止する。
【００７３】
　また、例えば、図１３に示す例の場合、校正部２３２は、操作装置２００がホルダー１
００に装着されたときにタッチセンサが人体の接触を検知していた場合、校正を開始しな
い。具体的には、校正部２３２は、保持検出部２３３から保持検出信号を取得したときに
、タッチセンサ制御部２３４からタッチ検出信号を取得している場合、校正を開始しない
。
【００７４】
　なお、図示してはいないが、校正部２３２は、校正の実行中にタッチセンサが人体の接
触を検知した場合、校正を中止してもよい。
【００７５】
　以上のように、校正部２３２を、正確な校正ができないおそれがある状況となった場合
、校正を開始しない、または、校正を中止する構成とすることにより、タッチセンサに操
作者が接触したまま校正が行なわれ、不適切な閾値が設定されることを防ぐことができる
。
【００７６】
　また、校正部２３２は、図１１の（ｂ）、図１２、図１３に示すように、校正を開始し
なかったこと、または、校正を中止したことを、報知部２４５に報知させることが好まし
い。換言すれば、校正部２３２は、校正においてエラーが発生した場合、報知部２４５に
報知させることが好ましい。具体的には、校正部２３２は、報知部２４５に報知指示を出
力することにより、報知部２４５に報知動作を行わせる。これにより、操作者は、校正に
おいてエラーが発生したことを認識することができる。
【００７７】
　なお、該報知動作は、校正中および校正後の報知動作や、操作装置２００が所定時間ホ
ルダー１００から取り外されたときの報知動作と異なることが好ましい。なお、図示の例
では、エラーが解消するまで、例えば図１１の（ｂ）の例の場合、操作装置２００がホル
ダー１００に再度装着されるまで、報知部２４５は報知動作を継続しているが、報知部２
４５の報知動作の時間はこの例に限定されない。
【００７８】
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　また、校正部２３２は、エラーが発生した場合、リトライ操作が行われるまで待機する
。リトライ操作は例えば、操作装置２００をホルダー１００に再度装着することである。
図１１の（ｂ）の例の場合、図示のように、取り外された操作装置２００がホルダー１０
０に装着されると、校正部２３２は、校正を再度実行する。また、図１３の例の場合、図
示してはいないが、操作装置２００がホルダー１００から取り外され、ホルダー１００に
再度装着されると、校正部２３２は、校正を再度実行する。
【００７９】
　なお、図１２の例の場合、校正部２３２は、例外的に、上記のリトライ操作を行うこと
なく、校正を再開する。これは、ホルダー１００に装着された状態でメインスイッチ２１
０またはオプションスイッチ２２０の操作が行われると、所定の処理が実行されるため（
換言すれば、該操作は、厳密にはエラーではないため）である。この例の場合、図１２に
示すようにメインスイッチ２１０またはオプションスイッチ２２０の操作が終了したとき
、すなわち、操作部２８０からの操作信号を取得しなくなったとき、校正部２３２は、校
正を開始する。
【００８０】
　また、図示してはいないが、図１３の例において、タッチセンサが人体の接触を検知し
なくなった場合、リトライ操作を待機することなく、校正を再度実行してもよい。また、
図１２の例において、リトライ操作を待機してもよい。
【００８１】
　また、校正は、基本的には１秒程度で終了する。このため、図１２の例において、メイ
ンスイッチ２１０またはオプションスイッチ２２０の操作が終了したとき、または、図１
３の例においてタッチセンサが人体の接触を検知しなくなったときに、校正のために設け
られた時間が１秒以上残っていれば、校正部２３２は校正を実行してもよい。
【００８２】
　（校正部２３２による校正の詳細）
　図１４は、校正部２３２が行う校正の処理の流れを表す図である。
【００８３】
　図１４に示すように、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合、次に、校正部２
３２は、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【００８４】
　校正部２３２は、所定回数、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得すると（ステ
ップＳ２２のＹｅｓ）、所定回数分の複数のタッチセンサ出力値からタッチセンサ毎に校
正値、すなわち、新たな閾値を算出する（ステップＳ２３）。例えば、校正部２３２は、
３２回、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得し、タッチセンサ毎に３２個のタッ
チセンサ出力値の平均値を算出する。そして、当該平均値から複数のタッチセンサ毎に、
校正値、すなわち、新たな閾値を算出する。
【００８５】
　次いで、校正部２３２は、算出した校正値、すなわち、新たな閾値を、タッチセンサ制
御部２３４に保存する（ステップＳ２４）。これにより、校正部２３２による校正が完了
する。
【００８６】
　なお、校正部２３２が実行するステップのうち、タッチセンサ出力値を所定回数分取得
するステップ（上記の場合、ステップＳ２１およびステップＳ２２）を、タッチセンサ出
力値取得ステップと称する場合がある。また、校正部２３２が実行するステップのうち、
校正値を算出するステップ（上記の場合、ステップＳ２３）を校正値算出ステップと称す
る場合がある。校正部２３２は、タッチセンサ出力値取得ステップと、校正値算出ステッ
プとを含む校正処理を実行することで閾値の校正を行う。
【００８７】
　上述のように、校正部２３２は、あるタッチセンサにおける校正値を、当該タッチセン
サから時系列で取得した複数のタッチセンサ出力値を用いて算出する。例えば、第１タッ
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チセンサ２４１であれば、校正部２３２は、タッチセンサ出力値取得ステップにおいて、
第１タッチセンサ２４１から所定回数（例えば３２回）分、時系列で３２個のタッチセン
サ出力値を取得する。次いで、校正部２３２は、校正値算出ステップにおいて、タッチセ
ンサ出力値取得ステップにて取得した３２個のタッチセンサ出力値からタッチセンサ出力
値の平均値を算出し、当該平均値から第１タッチセンサ２４１の校正値を算出する。この
後、校正部２３２は、当該校正値を用いて第１タッチセンサ２４１の閾値を校正する（算
出した校正値に閾値を補正する）。他のタッチセンサについてもタッチセンサ毎に校正す
る。
【００８８】
　このため、校正部２３２が校正を行っている最中に、タッチセンサに操作者の指等が触
れることでタッチセンサ出力値が大きく異なってしまうと、正確な校正値を算出すること
ができない。
【００８９】
　よって、以下のように、今回、校正部２３２が算出した校正値を用いて校正するか、ま
たは、今回算出した校正値を破棄する（閾値を変更しない）か等を判定する処理を設ける
ことが好ましい。
【００９０】
　（校正中の接触判定１）
　図１５は、校正部２３２のタッチセンサ出力値取得ステップ中に、タッチセンサへの接
触の有無を判定する処理の流れを表す図である。図１５に示すように、正確な校正値を算
出するために、校正部２３２によるタッチセンサの校正中に、タッチセンサへの接触の有
無を判定してもよい。
【００９１】
　図１５に示す校正部２３２の処理の例では、図１４に示したステップＳ２２に換えて、
ステップＳ２２ａ～Ｓ２２ｆを有し、さらに、ステップＳ２３ａ・Ｓ２５を有する。
【００９２】
　ここでは、ステップＳ１が実行されたあと、校正部２３２は、図１５に示す処理を実行
するものとして説明するが、図１５に示す校正部２３２の処理を実行する場合、上述した
ステップＳ１の処理を省略してもよい。以降の図１６～図２３を用いて説明する処理につ
いても同様である。
【００９３】
　校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合（または、所定のタイ
ミングになった等により、校正の実行を開始すると）、次に、校正部２３２は、タッチセ
ンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【００９４】
　校正部２３２は、トータル所定回数（例えば３２回）のうちの一部である第１所定回数
（例えば１６回）、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得すると（ステップＳ２２
ａのＹｅｓ）、次に、校正部２３２は、第１所定回数分のタッチセンサ出力値の差（最大
値と最初値との差）が予め決定された所定範囲内であるか否かを判定し、判定結果を記憶
する（ステップＳ２２ｂ）。次いで、校正部２３２は、ステップＳ２２ｂで取得したタッ
チセンサ出力値の変動が予め設定された所定範囲内であるか否かを判定し、判定結果を記
憶する（ステップＳ２２ｂ）。
【００９５】
　そして、校正部２３２は、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップ
Ｓ２２ｃ）。
【００９６】
　校正部２３２は、トータル所定回数（例えば３２回）のうちの一部である第２所定回数
（例えば１６回）、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得すると（ステップＳ２２
ｄのＹｅｓ）、次に、校正部２３２は、第２所定回数分のタッチセンサ出力値の差（最大
値と最小値との差）が予め設定された所定範囲内であるか否かを判定し、判定結果を記憶
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する（ステップＳ２２ｅ）。
【００９７】
　次いで、校正部２３２は、校正値の算出に必要なトータル所定回数（例えば３２回）分
の各タッチセンサのタッチセンサ出力値を取得したか否かを判定する（ステップＳ２２ｆ
）。ステップＳ２２ｆでＮｏであれば、ステップＳ２２ｂへ戻る。
【００９８】
　ステップＳ２２ｆにおいて、校正部２３２は、校正値の算出に必要なトータル所定回数
（例えば３２回）分の各タッチセンサのタッチセンサ出力値を取得したと判定すると（ス
テップＳ２２ｆのＹｅｓ）、次に、ステップＳ２１・Ｓ２２ａ・Ｓ２２ｃ・Ｓ２２ｄ・Ｓ
２２ｆにて取得した、トータル所定回数（例えば３２回）分の各タッチセンサのタッチセ
ンサ出力値から、タッチセンサ毎に、校正値を算出する（ステップＳ２３）。
【００９９】
　次いで、校正部２３２は、トータル所定回数分のタッチセンサ出力値を取得している途
中のステップＳ２２ｂ・Ｓ２２ｅにて、判定した判定結果を参照し、タッチセンサ毎に、
タッチセンサ出力値の差（最大値と最小値との差）が所定範囲内であったか否かを判定す
る（ステップＳ２３ａ：タッチセンサ出力値判定ステップ）。
【０１００】
　ステップＳ２３ａにおいて、校正部２３２は、当該タッチセンサ出力値の差が所定範囲
内であったと判定すると（ステップＳ２３ａのＹｅｓ）、ステップＳ２３にて算出した校
正値をタッチセンサ制御部２３４に保存する（ステップＳ２４）。すなわち、校正部２３
２は、閾値を、新たに算出した校正値へ補正することで校正を完了する。これは、ステッ
プＳ２３ａのＹｅｓの場合は、トータル所定回数（例えば３２回）分のタッチセンサ出力
値を取得し終わる迄に、タッチセンサへの操作者の指等の接触が無かったと判定できるた
めである。そして、ステップ２３にて算出した校正値を用いて、タッチセンサ制御部２３
４は、把持検知を行う。
【０１０１】
　一方、ステップＳ２３ａにおいて、校正部２３２は、当該タッチセンサ出力値の変動が
所定範囲外であったと判定すると（ステップＳ２３ａのＮｏ）、ステップＳ２３にて算出
した校正値を破棄して、当該校正値をタッチセンサ制御部２３４に保存しない（ステップ
Ｓ２５）。つまり、校正部２３２は、閾値を補正せずに校正を中止して、前回校正したと
きの校正値を維持する。これは、ステップＳ２３ａのＮｏの場合は、トータル所定回数（
例えば３２回）分のタッチセンサ出力値を取得し終わる迄に、タッチセンサへの操作者の
指等の接触が無かったと判定でき、正確な校正値を算出できないためである。これにより
、タッチセンサ制御部２３４は、ステップ２３にて算出した校正値ではなく、以前算出し
た、自身に既に記憶されている校正値を用いて把持検知を行う。
【０１０２】
　なお、ステップＳ２２ｂ・Ｓ２２ｅを省略し、一又は複数回のステップＳ２２ｂにて取
得したタッチセンサ出力値の変動が所定範囲であるか否かを、校正部２３２は、ステップ
Ｓ２３ａにてまとめて判定してもよい。また、ステップＳ２５にて使用しなかった校正値
を削除せずに記憶しておいてもよい。
【０１０３】
　このように、図１５に示した校正によると、校正部２３２は、タッチセンサ出力値取得
ステップ（ステップＳ２１・Ｓ２２ａ・Ｓ２２ｃ・Ｓ２２ｄ）にて取得したタッチセンサ
出力値の差が所定範囲内であれば、この後の、校正値算出ステップ（ステップＳ２３）で
算出した校正値をタッチセンサ制御部２３４に保存する（ステップＳ２３ａのＹｅｓ・Ｓ
２４）。つまり、校正部２３２は、閾値を校正値算出ステップにて算出した校正値へ変更
することで校正を完了する。
【０１０４】
　また、校正部２３２は、タッチセンサ出力値取得ステップ（ステップＳ２１・Ｓ２２ａ
・Ｓ２２ｃ・Ｓ２２ｄ）にて取得したタッチセンサ出力値の差が所定範囲外であれば、こ
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の後の校正値算出ステップ（ステップＳ２３）で算出した校正値を破棄する（ステップＳ
２３ａのＮｏ・Ｓ２５）。つまり、校正部２３２は、前に校正したときの校正値であるタ
ッチセンサ制御部２３４に保存された閾値を維持することで校正を中止する。
【０１０５】
　これにより、校正中にタッチセンサへ指等が接触する等に起因して誤った校正をしてし
まうことを防止することができる。この結果、誤作動の発生を防止することができる。
【０１０６】
　また、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校正の回数を減らすことができ、電
池寿命を延ばすことができる。
【０１０７】
　さらに、操作者が操作部２８０をじっと握っている場合でも微妙なタッチセンサ出力値
の変化をタッチセンサ制御部２３４が検知することで、精度よく、タッチセンサに指等が
触れているか否かの判定を行うことができる。
【０１０８】
　図１６は、校正部２３２のタッチセンサ出力値取得ステップ後に、タッチセンサへの接
触の有無を判定する処理の流れを表す図である。校正部２３２は、図１６に示すように、
タッチセンサへの接触判定を、タッチセンサ出力値取得ステップ中ではなく、タッチセン
サ出力値取得ステップ後にまとめて行ってもよい。
【０１０９】
　校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合（または、所定のタイ
ミングになった等により、校正の実行を開始すると）、次に、校正部２３２は、タッチセ
ンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【０１１０】
　校正部２３２は、所定回数（例えば３２回）、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を
取得すると（ステップＳ２２のＹｅｓ）、次に、校正部２３２は、所定回数分のタッチセ
ンサ出力値の差（最大値と最小値との差）が所定範囲内であったか否かをタッチセンサ毎
に判定する（ステップＳ２３ａ）。
【０１１１】
　ステップＳ２３ａにおいて、校正部２３２は、タッチセンサ毎に、タッチセンサ出力値
の差が所定範囲内であったと判定すると（ステップＳ２３ａのＹｅｓ）、所定回数（例え
ば３２回）分の各タッチセンサのタッチセンサ出力値から、タッチセンサ毎に校正値を算
出する（ステップＳ２３）。
【０１１２】
　一方、ステップＳ２３ａにおいて、校正部２３２は、タッチセンサ出力値の差が所定範
囲外であったと判定すると（ステップＳ２３ａのＮｏ）、当該タッチセンサの校正値を算
出せずに、当該タッチセンサの校正を中止する。
【０１１３】
　このように、校正部２３２は、タッチセンサ出力値取得ステップ（ステップＳ２１・Ｓ
２２）にて取得した複数のタッチセンサ出力値の差が所定範囲内であるか前記所定範囲外
であるかを判定するタッチセンサ出力値判定ステップ（ステップＳ２３ａ）を、校正値算
出ステップ（ステップＳ２３）の前に行う。
【０１１４】
　校正部２３２は、タッチセンサ出力値判定ステップ（ステップＳ２３ａ）において、タ
ッチセンサ出力値取得ステップ（ステップＳ２１・Ｓ２２）にて取得した複数のタッチセ
ンサ出力値の差が所定範囲内であると判定すると、閾値を、校正値算出ステップ（ステッ
プＳ２３）にて算出した校正値へ変更する。
【０１１５】
　一方、校正部２３２は、タッチセンサ出力値判定ステップ（ステップＳ２３ａ）におい
て、タッチセンサ出力値取得ステップ（ステップＳ２１・Ｓ２２）にて取得した複数のタ
ッチセンサ出力値の差が所定範囲外であると判定すると、校正値算出ステップ（ステップ
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Ｓ２３）を行わない。つまり、この場合、校正部２３２は、当該タッチセンサの校正値を
算出せずに、当該当該タッチセンサの校正を中止する。
【０１１６】
　このようにしても、図１５に示した処理同様に、校正中にタッチセンサへ指等が接触す
る等に起因して誤った校正をしてしまうことを防止することができる。この結果、誤作動
の発生を防止することができる。
【０１１７】
　また、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校正の回数を減らすことができ、電
池寿命を延ばすことができる。
【０１１８】
　図１７は、校正部２３２のタッチセンサ出力値取得ステップ中にタッチセンサへの接触
があった場合、校正を中止する処理の流れを表す図である。校正部２３２は、図１７に示
すように、校正中にタッチセンサへの接触があったと判定した時点で、校正の実行を終了
してもよい。
【０１１９】
　校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１１～Ｓ１７の少なくとも一つがＹｅｓ
の場合（または、所定のタイミングになった等により、校正の実行を開始すると）、次に
、校正部２３２は、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）
。
【０１２０】
　校正部２３２は、トータル所定回数（例えば３２回）のうちの一部である第１所定回数
（例えば１６回）、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得すると（ステップＳ２２
ａのＹｅｓ）、次に、校正部２３２は、第１所定回数分のタッチセンサ出力値の差（最大
値と最小値との差）が予め設定された所定範囲内であるか否かを判定する（ステップＳ２
２ｂａ）。
【０１２１】
　ステップＳ２２ｂａにおいて、校正部２３２は、第１所定回数分のタッチセンサ出力値
の差（最大値と最小値との差）が予め設定された所定範囲外であると判定すると（ステッ
プＳ２２ｂａのＮｏ）、当該タッチセンサの校正値を算出せずに、当該タッチセンサの校
正を中止する。
【０１２２】
　一方、ステップＳ２２ｂａにおいて、校正部２３２は、第１所定回数分のタッチセンサ
出力値の差（最大値と最小値との差）が予め設定された所定範囲内であると判定すると（
ステップＳ２２ｂａのＹｅｓ）、ステップＳ２２ｃおよびステップＳ２２ｄの処理を順に
実行する。
【０１２３】
　ステップＳ２２ｄにおいて、校正部２３２は、トータル所定回数（例えば３２回）のう
ちの一部である第２所定回数（例えば１６回）、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を
取得すると（ステップＳ２２ｄのＹｅｓ）、次に、校正部２３２は、第２所定回数分のタ
ッチセンサ出力値の差（最大値と最小値との差）が予め設定された所定範囲内であるか否
かを判定する（ステップＳ２２ｅａ）。
【０１２４】
　ステップＳ２２ｄにおいて、校正部２３２は、校正部２３２は、第２所定回数分のタッ
チセンサ出力値の差（最大値と最小値との差）が予め設定された所定範囲外であると判定
すると、当該タッチセンサの校正値を算出せずに、当該タッチセンサの校正を中止する。
【０１２５】
　一方、ステップＳ２２ｄにおいて、校正部２３２は、校正部２３２は、第２所定回数分
のタッチセンサ出力値の差（最大値と最小値との差）が予め設定された所定範囲内である
と判定すると、ステップＳ２２ｆ・Ｓ２３・Ｓ２４の処理を順に実行する。
【０１２６】
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　このように、図１７に示した処理によっても、図１５及び図１６に示した処理と同様に
、校正中にタッチセンサへ指等が接触する等に起因して誤った校正をしてしまうことを防
止することができる。この結果、誤作動の発生を防止することができる。
【０１２７】
　また、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校正の回数を減らすことができ、電
池寿命を延ばすことができる。
【０１２８】
　（校正中の接触判定２）
　また、校正部２３２は、図１５、図１６に示した処理ではなく、図１８に示すように、
算出した校正値の適否を判定してもよい。図１８は、校正部２３２が算出した校正値の適
否の判定を含む構成の処理の流れを表す図である。
【０１２９】
　校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合（または、所定のタイ
ミングになった等により、校正の実行を開始すると）、次に、校正部２３２は、タッチセ
ンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。そして、校正部２３２は、
図１４を用いて説明したステップＳ２２・Ｓ２３の処理を行う。
【０１３０】
　ステップＳ２３において、校正部２３２は、所定回数分の複数のタッチセンサ出力値か
らタッチセンサ毎に校正値を算出する。
【０１３１】
　次いで、校正部２３２は、ステップＳ２３において算出した校正値が、前回算出して現
在用いている校正値（タッチセンサ制御部２３４に記憶されている校正値）との差が所定
範囲内であるか否かを判定する（ステップＳ２３ｂ）。
【０１３２】
　ステップＳ２３ｂにおいて、校正部２３２は、ステップＳ２３にて算出した校正値が、
前に校正したときの校正値（タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値）との差が
所定範囲内であれば（ステップＳ２３ｂのＹｅｓ）、ステップＳ２３にて算出した校正値
は正常であると推測し、当該校正値をタッチセンサ制御部２３４へ保存する（ステップＳ
２４）。つまり、校正部２３２は、閾値を、ステップＳ２３にて算出した校正値へ変更し
、校正を完了する。
【０１３３】
　ステップＳ２３ｂにおいて、校正部２３２は、ステップＳ２３にて算出した校正値が、
前に校正したときの校正値（タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値）との差が
所定範囲外であれば（ステップＳ２３ｂのＮｏ）、校正中にタッチセンサへの指等の接触
があったと推測し、ステップＳ２３にて算出した校正値を破棄し、タッチセンサ制御部２
３４へ保存しない（ステップＳ２５）。これにより、校正部２３２は当該タッチセンサの
校正を中止する。
【０１３４】
　このように、校正部２３２は、校正処理の実行を開始した後、校正値算出ステップ（ス
テップ２３）にて算出した校正値が前に校正したときの校正値である閾値との差が所定範
囲内であれば、閾値を、校正値算出ステップ（ステップ２３）にて算出した校正値へ変更
する（ステップＳ２４）。
【０１３５】
　一方、校正部２３２は、校正値算出ステップ（ステップ２３）にて算出した校正値と閾
値との差が所定範囲外であれば、校正中にタッチセンサへの指等の接触があったと推定で
きるため、校正値算出ステップ（ステップ２３）にて算出した校正値を破棄し、閾値を変
更しない（ステップＳ２５）。つまり、校正部２３２は、前に校正したときの校正値であ
るタッチセンサ制御部２３４に保存された閾値を維持することで校正を中止する。
【０１３６】
　これにより、校正中にタッチセンサへ指等が接触する等に起因して誤った校正をしてし
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まうことを防止することができる。この結果、誤作動の発生を防止することができる。
【０１３７】
　また、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校正の回数を減らすことができ、電
池寿命を延ばすことができる。なお、ステップＳ２５にて使用しなかった校正値を削除せ
ずに記憶しておいてもよい。
【０１３８】
　図１９は、校正部２３２が算出した校正値の適否の判定を含む校正の変形例の処理の流
れを表す図である。図１９に示すように、校正部２３２は、さらに、算出した校正値と現
在用いている閾値との大小関係を判定して、値が正確と思われる方を採用してもよい。
【０１３９】
　図１９に示すように、図１８を用いて説明したステップＳ２１～Ｓ２３ｂの処理を行う
。
【０１４０】
　そして、ステップＳ２３ｂにおいて、校正部２３２は、校正値算出ステップ（ステップ
Ｓ２３）にて算出した校正値が所定範囲外であれば（ステップＳ２３ｂのＮｏ）、さらに
、当該校正値が閾値より小さいか否かを判定する（ステップＳ２３ｃ）。
【０１４１】
　ステップＳ２３ｃにおいて、校正部２３２は、ステップＳ２３にて算出した校正値が、
前回校正してタッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値より小さいと判定すると（
ステップＳ２３ｃのＮｏ）、前回校正した閾値よりも、ステップＳ２３にて算出した校正
値の方が正確であると推測し、ステップＳ２３にて算出した校正値を、タッチセンサ制御
部２３４へ保存する（ステップＳ２４）。これにより、校正部２３２は校正の実行を完了
する。
【０１４２】
　一方、ステップＳ２３ｃにおいて、校正部２３２は、ステップＳ２３にて算出した校正
値が、前回校正してタッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値以上であると判定す
ると（ステップＳ２３ｃのＹｅｓ）、前回校正した閾値の方が、ステップＳ２３にて算出
した校正値よりも正確であると推測し、ステップＳ２３にて算出した校正値を破棄し、タ
ッチセンサ制御部２３４へ保存しない（ステップＳ２５）。これにより、校正部２３２は
校正を中止する。
【０１４３】
　これによると、より精度が高い校正を行うことができる。これにより、校正中にタッチ
センサに指等が触れた状態で校正が行われて誤った校正がされてしまうことを防ぐだけで
なく、その他の要因で誤った校正がされ、操作装置２００が誤動作を起こすことを防ぐこ
とができる。
【０１４４】
　また、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校正回数を減らすことができるため
、電池寿命への影響を減らすことができる。なお、ステップＳ２５にて使用しなかった校
正値を削除せずに記憶しておいてもよい。
【０１４５】
　（校正中にタッチセンサ出力値の補正）
　校正部２３２は、校正の実行中に、同時に取得した複数のタッチセンサ出力値を補正し
てもよい。
【０１４６】
　図２０は、校正部２３２が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の少なくとも一
つの値を補正する流れを表す図である。校正部２３２は、図１４に示した校正の処理に換
えて、図２０に示す校正の処理を行ってもよい。
【０１４７】
　図２０に示すように、校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合
（または、所定のタイミングになった等により、校正の実行を開始すると）、次いで、タ
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ッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【０１４８】
　次に、校正部２３２は、ステップＳ２１にて同時に取得した各タッチセンサからのタッ
チセンサ出力値のうち、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が閾値以上であるか否かを
判定する（ステップＳ２１ａ）。
【０１４９】
　ステップＳ２１ａにおいて、校正部２３２は、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が
閾値以上であると判定すると（ステップＳ２１ａのＹｅｓ）、当該閾値以上であると判定
されたタッチセンサのタッチセンサ出力値を、他の閾値未満のタッチセンサ出力値の値に
基づいて、閾値未満の値へ補正する（ステップＳ２１ｂ）。この後、図１４に示したステ
ップＳ２２～Ｓ２４の処理を順に行う。
【０１５０】
　図２１は、校正部２３２が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の少なくとも一
つの値を補正している様子を表す図である。図２０に示したステップＳ２１ａ・Ｓ２１ｂ
において、校正部２３２は、例えば、図２１に示すようにタッチセンサ出力値を補正すれ
ばよい。図２１の（ａ）は、第１タッチセンサ２４１の第１タッチセンサ出力値Ｖ１ｏｕ
ｔが閾値より小さい様子を表し、（ｂ）は、第２タッチセンサ２４２の第２タッチセンサ
出力値Ｖ２ｏｕｔが閾値より大きい様子を表す図である。
【０１５１】
　操作装置２００は、例えば、図７に示した、第１タッチセンサ２４１および第２タッチ
センサ２４２の２個のタッチセンサを有するとする。
【０１５２】
　図２０に示したステップＳ２１において、校正実行中のある時間に校正部２３２が第１
タッチセンサ２４１から取得したタッチセンサ出力値が図２１の（ａ）に示す第１タッチ
センサ出力値Ｖ１ｏｕｔであり、同時間に校正部２３２が第２タッチセンサ２４２から取
得したタッチセンサ出力値が図２１の（ｂ）に示す第２タッチセンサ出力値Ｖ２ｏｕｔで
あるとする。
【０１５３】
　すると、校正部２３２は、図２０に示したステップＳ２１ａにおいて、タッチセンサ制
御部２３４に記憶されている閾値Ｖｔｈを参照し、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値
が閾値Ｖｔｈ以上であるか否かを判定する。
【０１５４】
　ここでは、図２１の（ａ）に示すように、第１タッチセンサ出力値Ｖ１ｏｕｔは、閾値
Ｖｔｈ未満である値Ｖｌであり、図２１の（ｂ）に示すように、第２タッチセンサ出力値
Ｖ２ｏｕｔは、閾値Ｖｔｈ以上である値Ｖｈである。
【０１５５】
　このように、２個のタッチセンサのうち一個のタッチセンサのからのタッチセンサ出力
値だけが閾値以上である場合、操作者は操作部２８０を把持していない（握っていない）
状態であり、２個のタッチセンサのうちの１つにたまたま指等が接触してしまったものと
推測される。
【０１５６】
　この場合、校正を最初からやり直すのではなく、ステップＳ２１ｂにおいて、第２タッ
チセンサ出力値Ｖ２ｏｕｔの値Ｖｈを、第１タッチセンサ出力値Ｖ１ｏｕｔの値Ｖｌへと
補正する。そして、校正部２３２は、ステップＳ２２～ステップＳ２４に示すように、校
正の実行を継続し、校正を終了する。これにより、校正中に指等が触れることによる再校
正を防止することができ、電池寿命を遅らせることができる。
【０１５７】
　なお、タッチセンサが４個等、２個以上のタッチセンサを操作装置２００が有する場合
であって、１個のタッチセンサのタッチセンサ出力値が閾値以上であり、他のタッチセン
サのタッチセンサ出力値が閾値未満である場合、閾値以上であるタッチセンサ出力値を、
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閾値未満である他のタッチセンサ出力値の平均値となるように補正してもよい。
【０１５８】
　（校正中に校正の実行を中止する他の例）
　図１１～図１３を参照して、校正部２３２は、正確な校正ができないおそれがある状況
となった場合、校正を中止する例を説明した。一方、校正部２３２は、校正の実行中に、
同時に取得した複数のタッチセンサ出力値の値に応じて校正を中止してもよい。
【０１５９】
　図２２は、校正部２３２が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の値に応じて校
正を中止する流れを表す図である。校正部２３２は、図１４に示した校正の処理に換えて
、図２２に示す校正の処理を行ってもよい。なお、図２２に示す処理を行う場合、図１３
を参照して説明した、操作装置２００がホルダー１００に装着されたときにタッチセンサ
が人体の接触を検知していた場合、校正部２３２が校正を開始しない構成を省略してもよ
い。
【０１６０】
　図２２に示すように、校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合
（または、所定のタイミングになった等により、格子柄の実行を開始すると）、次に、校
正部２３２は、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【０１６１】
　次に、校正部２３２は、ステップＳ２１にて同時に取得した各タッチセンサからのタッ
チセンサ出力値のうち、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が、タッチセンサ制御部２
３４に記憶されている閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２１ａ）。
【０１６２】
　ステップＳ２１ａにおいて、校正部２３２は、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が
、タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値以上であると判定すると（ステップＳ
２１ａのＹｅｓ）、所定回数のタッチセンサ出力値を取得せずに、校正を中止する（ステ
ップＳ２６）。この後、校正部２３２は、報知部２４５に、校正が正常に終了しなかった
ことを通知するために、報知動作をさせてもよい。
【０１６３】
　ステップＳ２１ａにおいて、校正部２３２は、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が
、タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値未満であると判定すると（ステップＳ
２１ａのＮｏ）、図１４に示したステップＳ２２へ進み、順にステップＳ２３・Ｓ２４の
処理を行い、校正を正常に終了する。
【０１６４】
　図２２に示した処理によると、校正部２３２は、複数のタッチセンサ出力値の何れかが
閾値以上となった時点で、複数のタッチセンサの何れかに指などが触れたと推測し、この
後のタッチセンサ出力値の取得、すなわち、校正の実行を中止する。これにより、電池寿
命を遅らせることができる。
【０１６５】
　（校正中に、一部のタッチセンサ出力値を破棄）
　校正部２３２は、校正の実行中に、同時に取得した複数のタッチセンサ出力値の値に応
じて一部のタッチセンサ出力値を破棄してもよい。
【０１６６】
　図２３は、校正部２３２が校正の実行中に、複数のタッチセンサ出力値の値に応じて一
部のタッチセンサ出力値を破棄する流れを表す図である。校正部２３２は、図１４に示し
た校正の処理に換えて、図２３に示す校正の処理を行ってもよい。
【０１６７】
　図２３に示すように、校正部２３２は、例えば、上述したステップＳ１がＹｅｓの場合
（または、所定のタイミングになった等により、格子柄の実行を開始すると）、次に、校
正部２３２は、タッチセンサ毎にタッチセンサ出力値を取得する（ステップＳ２１）。
【０１６８】
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　次に、校正部２３２は、ステップＳ２１にて同時に取得した各タッチセンサからのタッ
チセンサ出力値のうち、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が、タッチセンサ制御部２
３４に記憶されている閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２１ａ）。
【０１６９】
　ステップＳ２１ａにおいて、校正部２３２は、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が
、タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値以上であると判定すると（ステップＳ
２１ａのＹｅｓ）、当該閾値以上のタッチセンサ出力値を破棄する（ステップＳ２１ｃ）
。
【０１７０】
　そして、ステップＳ２２・Ｓ２３・Ｓ２４の処理を行い、校正部２３２は、校正の実行
を終了する。
【０１７１】
　ステップＳ２１ａにおいて、校正部２３２は、少なくとも一つのタッチセンサ出力値が
、タッチセンサ制御部２３４に記憶されている閾値以上でないと判定すると（ステップＳ
２１ａのＮｏ）、ステップＳ２２・Ｓ２３・Ｓ２４の処理を行い、校正の実行を終了する
。
【０１７２】
　図２３に示した処理では、ステップＳ２１ａのＹｅｓを経てステップＳ２３の処理を行
う場合、タッチセンサ出力値が破棄されたタッチセンサのタッチセンサ出力値は、所定回
数（例えば３２回）分のデータが無く、破棄された分だけタッチセンサ出力値の個数が少
ない。例えば、１回分のタッチセンサ出力値が破棄された場合、校正部２３２は、当該タ
ッチセンサについては、所定回数から廃棄された回数を引いた残りの回数分のタッチセン
サ出力値から、校正値を算出する（ステップＳ２３）。
【０１７３】
　これにより、再校正が発生することを抑制し、電池寿命を延ばすことができる。
【０１７４】
　（ホルダー１００の変形例１）
　以下、図２４を参照して、ホルダー１００の変形例について説明する。図２４は、操作
装置２００、および本変形例に係るホルダー１００の外観を示す斜視図である。
【０１７５】
　ホルダー１００は、図２４に示すように、正面および背面に壁部１２０（接触防止部）
を備えていてもよい。壁部１２０は、保持状態において、タッチセンサに対する人体の接
触を防ぐものである。具体的には、壁部１２０の上端は、操作装置２００における、タッ
チセンサが設けられている位置より上にある。これにより、操作者は、タッチセンサに触
れた状態で、操作装置２００をホルダー１００に装着することができなくなる。よって、
操作装置２００がホルダー１００に装着されたときに、タッチセンサが人体の接触を検知
しているために校正が実行されないという状況を防ぐことができる。なお、図２４に示す
壁部１２０は一例であり、保持状態における、タッチセンサに対する人体の接触を防ぐ構
成は、この例に限定されない。例えば、壁部１２０の上端が、操作装置２００の上端付近
に達していてもよい。これにより、校正の実行中に操作者がタッチセンサに触れることを
防ぐだけでなく、操作部２８０を操作したり、操作装置２００をホルダー１００から取り
外したりすることを防ぐことができる。
【０１７６】
　（ホルダー１００の変形例２）
　また、図２５および図２６を参照して、ホルダー１００の別の変形例について説明する
。図２５は、本変形例に係る操作装置２００およびホルダー１００の構成の一例を示す図
である。図２６は、本変形例に係るホルダー１００の校正の別の例を示す図である。
【０１７７】
　ホルダー１００は、校正が終了したとき、操作装置２００を持ち上げる機構（以下、持
ち上げ機構と称する）を備えていてもよい。これにより、操作者に校正が終了したことを
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報知することができる。
【０１７８】
　具体的には、ホルダー１００の断面図である図２５の（ｂ）に示すように、ホルダー１
００は、突出部１３１と、バネ１３２とを備えている。バネ１３２は、一端がホルダー１
００に固定されており、他端が突出部１３１に接続されている。
【０１７９】
　一方、図２５の（ａ）に示すように、操作装置２００は、段差部２９０を有している。
ここで、図２５の（ｃ）に示すように、操作装置２００をホルダー１００に装着すると、
突出部１３１が段差部２９０に引っ掛かり、ホルダー１００の底部まで突出部１３１が押
し込まれるとともに、バネ１３２が伸びる。バネ１３２は、突出部１３１がホルダー100
の底部に到達したときに、その反力が最大となるように構成されていればよい。
【０１８０】
　また、図２５に示すホルダー１００は、校正部２３２が校正を実行している間、操作装
置２００の取り外しを阻止するロック機構（取り外し阻止部）を備えている。該ロック機
構は、例えば、ソレノイドと、可動板と、コイルバネとから構成されており（不図示）、
ソレノイド、可動板、コイルバネは、ホルダー１００の背面側に設けられる。可動板は、
Ｕ字形状の両端が回動可能に軸支されており（軸支部分）、軸支部分の一方の折曲部がプ
ランジャを介してソレノイドと接続される。
【０１８１】
　また、可動板において、軸支部分とは反対側の端部には、ホルダー１００の正面側に向
けて突出したフック（不図示）が形成されている。フックは、操作装置２００の挿入方向
側に傾斜面を有している。
【０１８２】
　また、ホルダー１００には、フックが可動板の動きに伴って出没可能な孔１３３が形成
されている。この孔１３３は、操作装置２００が装着された状態では、操作装置２００の
係合孔（不図示）と対向している。また、コイルバネは、カバー１４０と可動板との間に
設けられ、可動板をホルダー１００の正面側に付勢する。
【０１８３】
　ソレノイドは、通電時には磁力によりプランジャを吸引することにより、可動板を付勢
力とは反対方向に回動させる。これにより、可動板は、ソレノイドの非通電時の動きに伴
ってフックが孔１３３から突出し、操作装置２００の係合孔と係合することで、ロックを
かけることができる。
【０１８４】
　一方、非通電時にはソレノイドの非磁力によりプランジャの吸引が解消され、コイルバ
ネによって、ソレノイドは、可動板を付勢力と同じ方向に回動させる。これにより、可動
板は、ソレノイドの通電時の動きに伴ってフックが孔１３３に没入し、操作装置２００の
係合孔との係合が外れることにより、ロックを解除することができる。
【０１８５】
　校正部２３２は、ソレノイドへの通電を制御する。具体的には、校正部２３２は、校正
を開始すると、ソレノイドへ通電を開始させる。これにより、ホルダー１００は、校正の
実行中のみ、操作装置２００が取り外せないようにロックすることができる。よって、校
正中に操作者がタッチセンサに触れることを防ぐことができる。
【０１８６】
　一方、校正部２３２は、校正が終了すると、ソレノイドへの通電を停止させる。これに
より、操作装置２００のロックが解除され、操作装置２００は、バネ１３２の反力によっ
て持ち上げられる（図２５の（ｄ）参照）。
【０１８７】
　なお、本変形例に係る持ち上げ機構は、図２５の例に限定されない。例えば、該持ち上
げ機構は、図２６に示すものであってもよい。具体的には、図２６に示すように、ホルダ
ー１００は、Ｌ字フック１３４およびソレノイド１３５を備えていてもよい。
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【０１８８】
　この例に係る校正部２３２は、操作装置２００がホルダー１００に装着されていない場
合、および、操作装置２００の校正を行っている場合には、ソレノイド１３５への通電を
行わない。このため、図２６の（ａ）に示すように、Ｌ字フック１３４はソレノイド１３
５に吸引されない。この状態で操作装置２００がホルダー１００に挿入（装着）されると
、Ｌ字フック１３４に段差部２９０が引っ掛かる。
【０１８９】
　一方、校正部２３２は、校正が終了すると、ソレノイド１３５への通電を開始させる。
この通電によって、図２６の（ｂ）に示すように、Ｌ字フック１３４がソレノイド１３５
に吸引され、Ｌ字フック１３４が傾く。これにより、操作装置２００が押し上げられる。
【０１９０】
　また、校正部２３２は、通電を開始してから一定時間経過した場合、または、図示しな
いセンサによって操作装置２００がホルダー１００から取り外されたことを検知した場合
に、ソレノイド１３５への通電を停止する。これにより、Ｌ字フック１３４がソレノイド
１３５に吸引されない状態に戻る。
【０１９１】
　なお、持ち上げ機構は、変形例１にて説明した壁部１２０の上端が、操作装置２００の
上端付近まであるホルダー１００において好適である。このようなホルダー１００の場合
、ホルダー１００から操作装置２００を取り外しづらいという課題がある。これに対して
、持ち上げ機構によって操作装置２００を持ち上げることで、校正が終了したときに、操
作者が簡便に操作装置２００を取り外すことができる。
【０１９２】
　（ホルダー１００の変形例３）
　ホルダー１００にセンサを設け、該センサの検出結果に基づいて、ホルダー１００に装
着された操作装置２００に操作者が触れているか否かを判定してもよい。具体的には、ホ
ルダー１００はタッチセンサやフォトセンサなどを有している。これらのセンサは、操作
者がホルダー１００に装着された操作装置２００に触れていることを検出できるような位
置に備えればよい。また、これらセンサの検出結果は、通信部１０１を介して操作装置２
００の制御部２３０に送信される。
【０１９３】
　校正部２３２は、ホルダー１００に設けられた上記センサからの検出結果に基づいて、
操作装置２００に操作者が触れているか否かを判定する。例えば、ホルダー１００に設け
られたセンサがタッチセンサである場合、校正部２３２は、タッチセンサ出力値を受信す
る。そして、校正部２３２は、該タッチセンサ出力値が、所定の閾値（不図示）以上の値
であれば（換言すれば、タッチセンサに操作者が振れていることを示す値であれば）、操
作者が操作装置２００に触れていると判定する。校正部２３２は、操作者が操作装置２０
０に触れていると判定した場合、校正を開始せず、報知部２４５による報知を行う（図１
３参照）。
【０１９４】
　〔実施形態２〕
　校正を行う条件は、実施形態１で説明した、操作装置２００がホルダー１００に装着さ
れたことを検出した場合に限定されない。以下、図２７から図３４を参照し、実施形態１
とは別の条件を満たしたときに校正を行う操作装置２００について説明する。
【０１９５】
　図２７は、本実施形態のＸ線撮影ユニット３００の構成を示す機能ブロック図である。
図２７に示す操作装置２００が、図７に示す操作装置２００と異なる点は、新たに、電池
２４３および温度センサ２４４を有する点、並びに、制御部２３０が、新たに、電池制御
部２３５、温度センサ制御部２３６、およびカウンター２３７を有する点である。
【０１９６】
　電池制御部２３５は、電池２４３の電圧（以下、電池電圧と称する場合がある）を監視
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することで電池２４３の残量を監視する。電池２４３は、制御部２３０、温度センサ２４
４、報知部２４５、第１タッチセンサ２４１および第２タッチセンサ２４２等の操作装置
２００の各部に電力を供給する電源である。
【０１９７】
　温度センサ制御部２３６は、温度センサ２４４の駆動を制御する。温度センサ２４４は
、温度を測定し、当該測定した温度センサ値を温度センサ制御部２３６へ出力する。温度
センサ２４４は、前方ケース２５０および後方ケース２６０の内部に設けられていてもよ
いし、前方ケース２５０および後方ケース２６０の何れかの外部に取り付けられていても
よい。
【０１９８】
　カウンター２３７は、操作部２８０の操作回数のカウント、および、操作部２８０が操
作されてからの経過時間の計測のうち少なくとも一方を行う。
【０１９９】
　（校正を行う所定の条件）
　次に、本実施形態に係る校正部２３２が校正の実行を開始するきっかけとなる所定の条
件について説明していく。なお、校正部２３２が行う校正については後述する。校正部２
３２は、下記（１）～（７）に示す所定の条件のうち、少なくとも一つを満たした時に校
正を行うことが好ましい。すなわち、校正部２３２は、下記のステップＳ１１～Ｓ１７の
処理の少なくとも一つがＹｅｓの場合に校正の実行を開始することが好ましい。
【０２００】
　これにより、特許文献１に記載の発明のように、定期的に、すなわち、決められた時間
及び日数が経過したときに自動的に校正を行う場合と比べて、必要なときに校正を行うこ
とができるため、消費電力を抑制することができる。この結果、不要な電池の消耗を防ぐ
ことができる。なおかつ、正確な把持検出を行うことができる。
【０２０１】
　なお、この校正部２３２が校正の実行を開始する所定の条件とは、操作装置２００の各
部の何れかが、電源である電池からの電圧の供給を受けて行われる処理における所定の条
件である。
【０２０２】
　＜（１）温度変化が一定以上の場合＞
　図２８は、温度変化が一定以上の場合校正を行う操作装置２００の処理の流れを表す図
である。本例では、温度センサ制御部２３６に、予め、前回校正したときの温度センサ値
を基準に、変動が許容される温度センサ値の変化量の所定範囲が設定されているものとす
る。つまり、前回校正したときの温度センサ値を基準に、許容される温度センサ値の上限
値及び下限値が所定値として設定されている。
【０２０３】
　図２８に示す例では、温度センサ制御部２３６は、温度センサ２４４から取得している
温度センサ値の変化量が予め設定された所定範囲以上となるか否かを監視する（ステップ
Ｓ１１）。
【０２０４】
　そして、温度センサ２４４から取得している温度センサ値の変化量が予め設定された所
定範囲以上であると温度センサ制御部２３６が判定すると（ステップＳ１１のＹｅｓ）、
校正部２３２は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、複数のタッチセンサ
毎に閾値Ｖｔｈの校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２０５】
　タッチセンサ制御部２３４が各タッチセンサから取得するタッチセンサ出力値は、温度
特性を有する場合がある。このため、温度が変化したときの温度センサ値の変化が生じた
場合であっても誤動作（各タッチセンサへの操作者の指等の接触および非接触の誤検出）
を招かない温度センサ値の前に補正したときからの変化量の所定値を、温度センサ制御部
２３６に記憶しておく。
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【０２０６】
　そして、温度センサ値の前に補正したときからの変化量が所定範囲以上であると温度セ
ンサ制御部２３６が判定すると、校正部２３２は、校正を実行する所定の条件が満たされ
たと判定し、校正を実行する。これにより、温度変化があっても、誤動作を招く前に、校
正部２３２によって、各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを校正することができる。また、校正
部２３２は、閾値を校正した後、校正時の温度センサ値を基準に、許容される温度センサ
値の範囲を再設定（変更）する。
【０２０７】
　＜（２）電池電圧の変化が一定以上の場合＞
　図２９は、電池電圧の変化が一定以上の場合校正を行う操作装置２００の処理の流れを
表す図である。本例では、電池制御部２３５に、予め、前回校正したときの電池電圧を基
準に、変動が許容される電池電圧の変化量の範囲が設定されているものとする。つまり、
前回校正したときの電池電圧を基準に、許容される電池電圧の上限値及び下限値が所定値
として設定されている。
【０２０８】
　図２９に示す例では、電池制御部２３５は、電池２４３の電池電圧の変化量が予め設定
された所定範囲以上となるか否かを監視する（ステップＳ１２）。
【０２０９】
　そして、電池２４３の電池電圧の変化量が予め設定された所定範囲以上であると電池制
御部２３５が判定すると（ステップＳ１２のＹｅｓ）、校正部２３２は、校正を実行する
所定の条件が満たされたと判定し、複数のタッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校正を実行する
（ステップＳ２０）。
【０２１０】
　タッチセンサ制御部２３４が各タッチセンサから取得するタッチセンサ出力値は、電池
電圧が変化すると変化する場合がある。そして、電池２４３は各部に電力を供給している
ため、操作装置２００の使用によって電池電圧が劣化（低下）する。そこで、電池電圧が
低下した場合であっても誤動作を招かない電池電圧の、変動が許容される所定範囲を、電
池制御部２３５に記憶しておく。
【０２１１】
　そして、電池電圧の変化量が所定範囲以上であると電池制御部２３５が判定すると、校
正部２３２は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、校正を実行する。これ
により、電池電圧の変化があっても、誤動作を招く前に、校正部２３２によって、各タッ
チセンサの閾値Ｖｔｈを校正することができる。また、校正部２３２は、閾値を校正した
後、校正時の電池電圧を基準に、許容される電池電圧の範囲を再設定（変更）する。
【０２１２】
　＜（３）操作部２８０の操作回数又は報知部２４５の報知回数が一定以上の場合＞
　図３０は、操作部２８０の操作回数が一定以上の場合校正を行う操作装置２００の処理
の流れを表す図である。
【０２１３】
　本例では、カウンター２３７は、操作部２８０が操作された回数（操作回数）をカウン
トするものとする。また、カウンター２３７には、予め、操作部２８０の所定の操作回数
が設定されているものとする。
【０２１４】
　図３０に示す例では、カウンター２３７は、操作部２８０の操作回数、例えば、メイン
スイッチ２１０又はオプションスイッチ２２０が押下された回数が、予め設定された所定
の操作回数以上となるか否かを監視する（ステップＳ１３）。
【０２１５】
　そして、操作部２８０の操作回数、例えば、メインスイッチ２１０又はオプションスイ
ッチ２２０が押下された回数が、予め設定された所定の操作回数以上であるとカウンター
２３７が判定すると（ステップＳ１３のＹｅｓ）、校正部２３２は、タッチセンサ毎に閾
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値Ｖｔｈの校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２１６】
　または、カウンター２３７に、予め、報知部２４５の所定の報知動作を行った報知回数
が設定されていてもよい。
【０２１７】
　この場合、図３０のステップＳ１３において、カウンター２３７は、報知部２４５の報
知動作を行った回数が、予め設定された所定の報知回数以上となるか否かを監視する（ス
テップＳ１３）。
【０２１８】
　そして、報知部２４５の報知動作を行った回数が、所定の報知回数以上であるとカウン
ター２３７が判定すると（ステップＳ１３のＹｅｓ）、校正部２３２は、校正を実行する
所定の条件が満たされたと判定し、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校正を実行する（ステ
ップＳ２０）。
【０２１９】
　操作部２８０が操作されると、制御部２３０が操作された旨を検出する。このため、操
作部２８０の操作により電池電圧は低下する。また、報知部２４５による報知動作によっ
て電池電圧は低下する。このため、操作部２８０の操作回数と電池電圧の低下度合いの関
係、または、報知部２４５による報知動作の回数と電池電圧の低下度合いの関係とを、予
め把握しておく。そして、操作部２８０の操作または報知部２４５の報知動作に伴う電池
電圧の低下が生じた場合であっても誤動作を招かない操作部２８０の操作回数または報知
部２４５の報知動作の回数を、予めカウンター２３７に記憶しておく。
【０２２０】
　そして、操作部２８０の操作回数が所定の操作回数以上、または、報知部２４５の報知
動作の回数が所定の報知回数以上であるとカウンター２３７が判定すると、校正部２３２
は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、校正を実行する。
【０２２１】
　これにより、操作部２８０の操作または報知部２４５の報知動作に伴う電池電圧の低下
があっても、誤動作を招く前に、校正部２３２によって、各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを
校正することができる。
【０２２２】
　また、操作装置２００が電池電圧を検出する電池電圧センサを有さない場合、すなわち
、電池制御部２３５が電池電圧を監視する機能を有さない場合であっても、ソフトウェア
の処理により、擬似的に、電池制御部２３５は、電池電圧の低下量を予測することもでき
る。
【０２２３】
　＜（４）電池交換をした場合＞
　図３１は、電池効果をした場合に校正を行う操作装置２００の処理の流れを表す図であ
る。電池制御部２３５には、予め、前に校正したときの電池電圧を基準として、変動が許
容される所定範囲が設定されているものとする。
【０２２４】
　図３１に示す例では、電池制御部２３５は、電池２４３が交換されたか否かを監視する
（ステップＳ１４）。具体的には、電池制御部２３５は、電池電圧が、予め記憶された所
定範囲以上に上昇したか否かを監視する。
【０２２５】
　そして、電池２４３が交換されたと電池制御部２３５が判定すると（ステップＳ１４の
Ｙｅｓ）、すなわち、電池電圧が、所定範囲の上限値以上に上昇したと電池制御部２３５
が判定すると、校正部２３２は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、タッ
チセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２２６】
　劣化して電池電圧が低下した電池２４３が、劣化していない別の電池に交換されると、
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電池電圧が上昇する。このため、電池交換に起因して、タッチセンサ制御部２３４が各タ
ッチセンサから取得するタッチセンサ出力値が変化する場合がある。
【０２２７】
　そこで、電池交換により電池電圧が上昇した場合であっても誤動作を招かない電池電圧
の所定範囲（特に上限値）を、電池制御部２３５に記憶しておく。そして、校正部２３２
は、電池電圧の変化量が所定範囲の上限値以上であると電池制御部２３５が判定すると、
校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校正を
実行する。
【０２２８】
　これにより、電池電圧の変化があっても、誤動作を招く前に、校正部２３２によって、
各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを校正することができる。
【０２２９】
　これにより、必要なタイミングでの校正が可能であり、かつ、電池寿命を延ばすことが
できる。
【０２３０】
　＜（５）Ｘ線撮影装置２の装置電源を投入した場合＞
　図３２は、Ｘ線撮影装置２の装置電源を投入した場合に校正を行う操作装置２００の処
理の流れを表す図である。本例では、Ｘ線撮影装置２の装置電源が投入されることで、停
止していたＸ線撮影装置２が起動すると、Ｘ線撮影装置２の装置電源が投入された旨を通
知する信号を、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１から、操作装置２００側の通信部２３１
へ送信するように設定しておく。
【０２３１】
　図３２に示す例では、操作装置２００側の通信部２３１は、スリープ状態から、間欠的
に所定時間間隔で、Ｘ線撮影装置２側の通信部１０１から、Ｘ線撮影装置２の装置電源が
投入された旨を通知する信号が送信されているか否かを監視する（ステップＳ１５）。
【０２３２】
　そして、操作装置２００側の通信部２３１は、Ｘ線撮影装置２の装置電源が投入された
旨を通知する信号をＸ線撮影装置２側の通信部１０１から受信すると、すなわち、Ｘ線撮
影装置２の装置電源が投入されたと判定すると（ステップＳ１５のＹｅｓ）、校正部２３
２は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの
校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２３３】
　Ｘ線撮影装置２の装置電源が投入されるタイミングは、朝一等、前日の夜にＸ線撮影装
置２の装置電源が落とされてからある程度の時間が経過していることが多い。このため、
Ｘ線撮影装置２の電源が落とされている間に、操作装置２００の周囲の温度が大きく変化
していたり、電池２４３の電池電圧が大きく変化していたりする場合がある。これにより
、タッチセンサ制御部２３４が各タッチセンサから取得するタッチセンサ出力値が変化し
、誤動作を招くおそれがある。
【０２３４】
　そこで上記構成によると、Ｘ線撮影装置２の装置電源が落とされてからある程度の時間
が経過することで、タッチセンサ制御部２３４が各タッチセンサから取得するタッチセン
サ出力値が変化しても、誤動作を招く前に、校正部２３２によって、各タッチセンサの閾
値Ｖｔｈを校正することができる。
【０２３５】
　＜（６）一定時間操作装置２００の操作が無い場合＞
　図３３は、一定時間操作装置２００の操作が無い場合に校正を行う操作装置２００の処
理の流れを表す図である。
【０２３６】
　本例では、カウンター２３７は、操作部２８０が、前に操作されてから次に操作される
までの経過時間（すなわち、メインスイッチ２１０およびオプションスイッチ２２０の一
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方が押下及び押下の解除がされてから、次にメインスイッチ２１０およびオプションスイ
ッチ２２０の一方が押下されるまでの時間）を計測するものとする。また、カウンター２
３７には、操作部２８０が前に操作されてからの所定時間（すなわち、メインスイッチ２
１０およびオプションスイッチ２２０の一方が押下されてから、次にメインスイッチ２１
０およびオプションスイッチ２２０の一方が押下されるまでの所定時間）が設定されてい
るものとする。
【０２３７】
　図３３に示す例では、カウンター２３７は、前に操作部２８０が操作されてから、所定
時間、操作部２８０の操作がされていないか否かを監視する（ステップＳ１６）。例えば
、カウンター２３７は、前回、メインスイッチ２１０およびオプションスイッチ２２０の
一方が押下および押下の解除がされてからの経過時間が、予め記憶された所定時間以上と
なるかを監視する。
【０２３８】
　そして、一定時間、操作部２８０の操作がされていないとカウンター２３７が判定する
と（ステップＳ１６のＹｅｓ）、例えば、前回、メインスイッチ２１０およびオプション
スイッチ２２０の一方が押下及び押下の解除がされてから、メインスイッチ２１０および
オプションスイッチ２２０の押下及び押下の解除がされていない状態の経過時間が、予め
記憶された所定時間以上となったとカウンター２３７が判定すると、校正部２３２は、複
数のタッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２３９】
　上述したように、校正部２３２が校正を実行している間、タッチセンサに指等が触れる
と、正確な校正ができない。
【０２４０】
　そこで、所定時間、操作部２８０の操作がなされていない場合、操作者が、所定時間操
作装置２００を握らずに、所定時間タッチセンサに触れていない可能性がある。
【０２４１】
　そこで、この操作者が操作部２８０を所定時間操作していないタイミングで、校正を行
うことで、正確な校正を行うことができる。これにより、必要なタイミングでの校正が可
能であり、かつ、電池寿命を延ばすことができる。
【０２４２】
　また、校正中に、タッチセンサに手などが触れることにより誤った校正がされて誤動作
を招くことを防ぐことができる。さらに、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校
正の回数を減らすことができ、電池寿命を延ばすことができる。
【０２４３】
　また、所定時間、操作部２８０の操作がなされていない場合、ある程度の長時間、タッ
チセンサ制御部２３４が把持検知を行っていない可能性もある。そこで、上述のように、
操作者が操作部２８０の操作を所定時間行わない場合に、校正を行うことで、誤動作を招
く前に、校正部２３２によって、各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを校正することができる。
【０２４４】
　この操作部２８０が所定時間、操作されていない場合とは、操作装置２００がホルダー
１００以外の場所に放置された場合などが一例として挙げられる。
【０２４５】
　なお、カウンター２３７に記憶する所定時間は、操作部２８０の操作終了時（メインス
イッチ２１０及びオプションスイッチ２２０の一方の押下の解除がされた時）からの経過
時間における所定時間であってもよいし、操作装置２００が起動してから操作部２８０が
操作されていない（メインスイッチ２１０及びオプションスイッチ２２０の一方の押下が
されていない）時間の経過時間であってもよい。
【０２４６】
　＜（７）一定時間タッチセンサ出力値が一定の場合＞
　図３４は、一定時間タッチセンサ出力値が一定の場合に校正を行う操作装置２００の処
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理の流れを表す図である。
【０２４７】
　本例では、タッチセンサ制御部２３４は、各タッチセンサのタッチセンサ出力値が所定
範囲内となっている時間を計測するものとする。また、タッチセンサ制御部２３４には、
各タッチセンサのタッチセンサ出力値が所定範囲内となっている場合の所定時間が設定さ
れているものとする。
【０２４８】
　図３４に示す例では、タッチセンサ制御部２３４は、複数のタッチセンサ毎にタッチセ
ンサ出力値が一定となっているか否かを監視する（ステップＳ１７）。具体的には、タッ
チセンサ制御部２３４は、タッチセンサ毎に、タッチセンサ出力値が所定範囲内となって
いる時間が予め記憶された所定時間以上となるかを監視する。
【０２４９】
　そして、複数のタッチセンサの全てが、所定時間、タッチセンサ出力値が所定範囲内で
あるとタッチセンサ制御部２３４が判定すると（ステップＳ１７のＹｅｓ）、校正部２３
２は、校正を実行する所定の条件が満たされたと判定し、タッチセンサ毎に閾値Ｖｔｈの
校正を実行する（ステップＳ２０）。
【０２５０】
　上述したように、校正部２３２が校正を実行している間、タッチセンサに指等が触れる
と、正確な校正ができない。
【０２５１】
　そこで、所定時間、タッチセンサの全てのタッチセンサ出力値が所定範囲内の場合、操
作者が、所定時間操作装置２００を握らずに、所定時間タッチセンサに触れていない可能
性がある。
【０２５２】
　そこで、この操作者が操作部２８０を一定時間操作していないタイミングで、校正を行
うことで、正確な校正を行うことができる。これにより、必要なタイミングでの校正が可
能であり、かつ、電池寿命を延ばすことができる。
【０２５３】
　また、校正中に、タッチセンサに手などが触れることにより誤った校正がされて誤動作
を招くことを防ぐことができる。さらに、操作装置２００が正しく動作しない場合の再校
正の回数を減らすことができ、電池寿命を延ばすことができる。
【０２５４】
　また、所定時間、操作部２８０の操作がなされていない場合、所定時間、タッチセンサ
制御部２３４が把持検知を行っていない可能性もある。そこで、上述のように、操作者が
操作部２８０の操作を所定時間行わない場合に、校正を行うことで、誤動作を招く前に、
校正部２３２によって、各タッチセンサの閾値Ｖｔｈを校正することができる。
【０２５５】
　この操作部２８０が所定時間、操作されていない場合とは、操作装置２００がホルダー
１００以外の場所に放置された場合などが一例として挙げられる。
【０２５６】
　なお、タッチセンサの分解能にもよるが、操作者が操作装置２００を握った状態で静止
しても、わずかな動きをタッチセンサの何れかが検知し、当該タッチセンサのタッチセン
サ出力値が変化する。
【０２５７】
　（校正部２３２による校正）
　実施形態１にて、図１４～図２３を参照して説明した、校正部２３２による校正の処理
を、本実施形態に係る校正部２３２に適用してもよい。すなわち、校正部２３２は、上述
したステップＳ１１～Ｓ１７の少なくとも一つがＹｅｓの場合、図１４～図２３に示す校
正の処理を実行してもよい。また、校正部２３２は、ステップＳ１１～Ｓ１７の処理を省
略し、図１４～図２３に示す校正の処理を実行してもよい。
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【０２５８】
　例えば、校正部２３２が、図１５に示す処理を実行すれば、実際に校正を実行している
最中にタッチセンサ出力値を取得し、当該タッチセンサ出力値によりタッチセンサへの指
の接触の有無を判定することとなる。これにより、例えば、ステップＳ１６（図３３）お
よびステップＳ１７（図３４）の処理よりも、さらに正確に判定をすることができる。
【０２５９】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　操作装置２００の制御ブロック（特に制御部２３０）は、集積回路（ＩＣチップ）等に
形成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ソフトウェアによって
実現してもよい。
【０２６０】
　後者の場合、操作装置２００は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命
令を実行するコンピュータを備えている。このコンピュータは、例えば１つ以上のプロセ
ッサを備えていると共に、上記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体を備えている。そして、上記コンピュータにおいて、上記プロセッサが上記プログラム
を上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記プ
ロセッサとしては、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いることができる。
上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memo
ry）等の他、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路など
を用いることができる。また、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory
）などをさらに備えていてもよい。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な
任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上記コンピュータに供給されて
もよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された
、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【０２６１】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２６２】
１　Ｘ線撮影装置本体
２　Ｘ線撮影装置（操作対象装置）
１００　ホルダー（保持機構）
１０１、２３１　通信部
１２０　壁部（接触防止部）
１３１　突出部
１３２　バネ
１３３　孔
１３４　Ｌ字フック
１３５　ソレノイド
２００　操作装置
２０１　第１スイッチ部材
２０２　第２スイッチ部材
２１０　メインスイッチ
２２０　オプションスイッチ
２３０　制御部
２３２　校正部
２３３　保持検出部
２３４　タッチセンサ制御部（接触判定部）
２３５　電池制御部
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２３６　温度センサ制御部
２３７　カウンター
２４１　第１タッチセンサ（タッチセンサ）
２４２　第２タッチセンサ（タッチセンサ）
２４３　電池
２４４　温度センサ
２４５　報知部（校正報知部、エラー報知部）
２５０　前方ケース
２５０ａ　穴部
２６０　後方ケース
２７０　下部キャップ
２８０　操作部
２９０　段差部
３００　Ｘ線撮影ユニット
Ｖ１ｏｕｔ　第１タッチセンサ出力値（タッチセンサ出力値）
Ｖ２ｏｕｔ　第２タッチセンサ出力値（タッチセンサ出力値）
Ｖｏｕｔ　タッチセンサ出力値
Ｖｔｈ　閾値

【図１】 【図２】
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